
大和市告示第９０号 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和元年９月２７日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱の一部を改正する要綱 

大和市予防接種費用の助成に関する要綱（平成２２年大和市告示第６１号）の一部を次のように

改正する。 

第１２条の見出し中「取り消し」を「取消し」に改める。 

別表第１急性灰白髄炎（不活化ポリオワクチン）の項中「ワクチン」を削り、同表限度額の欄

を次のように改める。 

限度額 

９，２７３円 

８，６０２円 

７，６３４円 

６，２０４円 

５，３７９円 

５，１２６円 

１３，１８９円 

１１，７５９円 

９，２２９円 

７，７９９円 

９，２２９円 

７，７９９円 

９，４９３円 

９，７３５円 

８，３０５円 

７，４８０円 

１２，３９７円 

１０，９６７円 

 



１０，１４２円 

１３，７９４円 

１２，３６４円 

１１，５３９円 

９，０９７円 

１２，４６３円 

１６，９１８円 

費用免除者 ５，３６８円 

費用免除者以外の者 ３，３６８円 

費用免除者 ８，９２１円 

費用免除者以外の者 ５，９２１円 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、令和元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大和市予防接種費用の助成に関する要綱の規定は、施行日以後に実施する予防接種に

ついて適用し、施行日前に実施した予防接種については、なお従前の例による。 


